
年　頭　に あ た り

　　新年あけましておめでとうございます。

　　昨年、北陸地整管内では大きな自然災害はなかったものの、６月下旬から７月下旬にかけて各地で

　梅雨前線豪雨による災害が発生しました。さらに８月にも広範囲に局地的豪雨による災害が発生し、

　一昨年に発生した豪雨や大地震の復旧工事が進む中で被害がさらに拡大しました。

　　年末には各地で例年の１２月にはない寒波が入り波浪や大雪となり、年内完成を目指した工事に

　影響を与えました。また、新年を迎えても山間部で雪崩が発生するなど生活に大きな災害を与えてい

　ますが、道路除雪や災害対策などに昼夜を問わず尽力されている各関係者の方々には大変ご苦労

　されていることと思います。

さて、平成１７年における工事事故は、１１２件と近年で最も多く発生しました。地域別には災害復

　旧工事との関係もあり、９月以降に中越地域の事故が多発しました。種類別には依然として公衆災害

　が５１件と約５割を占め、次いで労働災害が４２件と約４割を占めています。公衆災害の中では地

　下埋設物の損傷事故が約５割（２８件）、上空架設物等の損傷事故が約２割（１２件）と多くなって

　います。このような損傷事故は住民の生活に大きな影響を与えることがあり、各工事現場で考えられ

　る具体的な対策を行い事故の発生を防がなければなりません。 労働災害は直接作業を行う方々など 

　が負傷する場合が多く、２２件（２２人）の休業４日以上の負傷事故が発生し、残念ながら１件（１人）の

　死亡事故が発生しました。

　　平成１７年度も残すところ約３ヶ月となり、各工事も年度末の完成に向けて施工されることと思いま

　すが、気象条件も厳しいことから例年事故が多発する期間ですので、十分な注意が必要です。特に、

　降雪や雪崩などの気象条件に応じた現場内外の巡視や監視、機械の誘導などが大切と考えます。

　　最後に、工事に係わる関係者の皆様方のご健康と安全をお祈りするとともに、建設労働災害「ゼロ」

　　を目指し共に頑張りましょう。

平成１８年１月吉日　　　工事安全管理分科会会長

　　 北陸地方整備局　企画部　技術調整管理官

平成１７年　建設労働災害等の発生状況（速報値）
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事故発生件数の推移（全報告件数）
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対前年月別累計事故発生件数（報告件数）
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今回は速報値であり詳細な分析結果は取りまとめしだい次号以降でお知らせ致します。
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　（３）　法面墜落事故のフォローアップ調査

　法面からの死傷者数等は減少傾向にあるものの顕著な差となっていません。法面工

事は同一の現場条件で施工できることは稀で、親綱・安全帯・チェックリストの確実な

実施など基本の徹底と法面現場での適応性を高めることが必要と考えられます。さら

に、今回の検討で優位な差（資格保有者の有無による工事成績評定の比較）となって

いませんが、効果的な教育や資格を持つ技術者の活用を図っていくことが有効では

ないかと考えています。

　昇降設備の設置率は高くなっていますが、一般の法面では低くなっていますが法面

の状況によって設置の有無が適切に判断されている必要があります。また、親綱計画

は現場作業までに84.0%、チックリストは時々使用するも含めて83.4%が使用されており、

今後は効果的な使用方法の確認が必要と考えられます。

　今後の法面墜落事故防止の対応は、法面の事故原因は多岐にわたることから、基

本事項の遵守が大切で、その意味からも法面資格を有する技術者の関与・効果につ

いて、さらに検証し、資格や技術者の有効活用について確認したいと考えています。

また、昇降設備について、安全確保を踏まえ、法面の形態に応じて適切に設置されて

いることを確認する必要があると考えています。さらに、親綱計画やチェックリストが効

果的に活用されるよう検証したいと考えています。（図ー10）

　 　図ー10　法面からの墜落事故防止に関する今後の対応方針

重点対策の取り組み状況

【のり面施工管理技術者】（資格の活用）
●「のり面施工管理技術者」の現場配置によって、工事成績評定点に大きな
差となっていないが、資格取得の推進による安全・品質管理に対する効果
が期待できる。施工者が自らの技術力向上に資するため、積極的に資格取
得を活用することが望まれることから、もう少しデータを分析する。
【昇降整備の設置】
●大規模または特殊法面への昇降設備の設置は、おおむね各現場に浸透
しているが、必要に応じて、各施工者の安全対策の一環として、昇降設備の
設置が望まれる。
【親綱設備計画、親綱点検時のチェックリスト活用】
●親綱設備計画の作成と親綱点検時のチェックリストの活用は、おおむね
各現場に浸透しており、今後は、効果的な実施が図られるように検討する。

法面からの墜落事故防止に関する今後の対応方針

①　現場への「のり面施工管理技術者」の配置に
よって、工事成績評定点に大きな差異はみられない
が、施工者が自らの安全監理として重要であること
から、関係機関による資格取得推奨の継続的な働
きかけに委ねる。
②　「のり面施工管理技術者」資格は、毎年一定数
の受験者があり、法面施工技術の向上に努めてい
ることがうかがえる。

①　大規模または特殊法面における昇降設備の設
置状況は高い。
②　親綱施工計画は、全体の施工計画時に作成さ
れており、法面作業開始時に現場変化に応じた修
正等を加えている。
③　親綱点検時のチェックリストは、ほとんどの現場
で活用されている。
④　「のり面施工管理技術者」資格は、Ｃランクや下
請での奨励状況が高い。
（Ａランク、Ｂランクは、法面工事を外注する）

法面墜落事故の推移

建設工事事故防止重点対策のフォローアップ
調査と今後の対策に向けて（２）

２．フォローアップ調査とその検討結果（12月号からのつづき）
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　（４）　その他の重点対策

①　重機事故対策について

　重機事故の対策として、平成１４年度よりステッカー運動を実施してきており、平成15

年度と１６年度を比較したところ、実施率は上昇していますが、実施していない率も上昇

しています（図ー１１，１２）。これは、重機に張ったシールは慣れてしまうとマンネリ化し

てしまい、実施効果が見えにくいことから、熱心な取り組みになっていないことによるも

のと考えられます。

　今後は教育と組み合わせた効果的な実施方法の検討を行うことを考えています。

　また、重機事故防止の有効な対策として、この後のヒューマンエラーの項目で紹介し

ますが、平成１７年度には、双方向の非接触型センサーによる危険警告設備によるモ

デル工事の試行を検討しているところです。

②　飛来落下事故対策について

　飛来落下事故防止として実施してきたクレーン付きバックホウの使用については、す

でに、普及しているが64.6%で、リースなどでは同機能付きの機種を選定する傾向にあ

り用途外に使用しないとの意識も強いことから、今後は、各施工者の安全活動に包含

することと考えています。

③　建設労働安全衛生マネジメントについて

　建設労働安全衛生マネジメントシステムは、導入済み28.9%、導入検討41.0%となって

おり、Ａランクの会社ではそれぞれ、63.4%、19.5%と高くなっています。実施効果として

は、有害・危険個所の推定、安全意識の向上といったメリットが挙げられています。し

かし、Ｃランクの会社では、15.1%、49.3%に留まっている状況です。これは、文書化が

手間、手順どおりの運用が難しいといった理由によるものとなっています。

　今年度は、建設労働安全衛生マネジメントを実施している企業と実施していない企

業について工事成績評定の比較を実施しました。その結果、工事成績で3.45点（うち、

安全対策0.69点、品質関係0.38点）といった優位な差がありました。これは、建設労働

安全衛生マネジメントが、今後の事故防止等に有効なツールと考えられ、関係団体と

小さな現場でも、段階ごとに導入できる取り組みやすいシステムの開発を依頼し調整し

ているところです。

④　表彰制度について

　表彰制度は何らかの形で実施しており81.7%に達し、特に、会社の規模が大きいほど

実施率が高くなっています。現場において禁止行為だけでなく創意工夫も織り込んで

自発的意欲により事故防止を図ることも重要なことから、施工者の継続的な実施を望み

たいと考えています。

図ー11　ステッカー運動の実施状況（年度別）
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図-12　ステッカー運動の実施状況（年度別・会社ランク別）
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⑤　その他の重点対策のまとめ

　重機事故防止のステッカー運動は、マンネリ化をなくすために強化月間、朝礼時で

の確認など、安全教育と相乗的に実施していく必要があると考えています。また、ヒュ

ーマンエラーの項目で述べる非接触型センサーによる危険警告設備による方法との

関係についても確認したいと考えています。

　飛来落下事故防止のクレーン機能付きバックホウについては一定の浸透が図られて

いることから、今後は請負者の安全活動に内包してもらうものと考えています。

　建設労働安全衛生マネジメントについては、事故防止や工事の品質確保の効果が

期待できることから、大きな会社だけでなく中小の会社が段階的にレベルアップする、

導入しやすいシステムを関係機関から提案してもらうよう調整を進めたいと考えていま

す。

　表彰制度は浸透していますが、さらに、現場の意欲を高める方法として継続実施をす

るよう働きかけたいと考えています。

図ー13　　その他の重点対策の今後の対応方針

　（５）　工種別（橋梁工事）事故防止対策

　事故原因からの事故防止対策だけでなく、事故の多い工種に目を向けての事故防止

を図ろうとして平成１５年度からの取り組んでいる検討事項です。まず、事故の多い工種

である、橋梁工を取り上げ、事故内容を見てみますと、墜落・転落がもっとも多く、次いで

飛来・落下となっています。ここで、墜落・転落といった視点から検討すると、従来の事

故原因からの対策と変わらなくなっていますが、あくまで、工種として事故防止の検討

を行うこととしています。具体的には工種内での３次元的な現場内での移動などでの

事故、４次元的な時間経過について事故状況を分析して事故原因からの検討とは違っ

①　ステッカー運動の取り組み率は向上しない状況
②　バックホウの用途外使用による飛来落下事故は、重
点対策施工後、直轄工事では５件に留まっている。
③　マネジメントシステム導入によって、工事成績評定点
の総合点、安全対策、品質が向上することが確認できた。
④　表彰制度の実施は、事故防止意欲の向上に役立って
いる。

【重機事故】
○ステッカー運動の取り組みは実施している現場と取り組
み認識の低い現場がある。
【飛来落下事故】
○クレーン機能付きバックホウの普及率は高まっていると
ともに、用途外使用に対して否定的な認識となっている。
【各種事故共通】
<マネジメントシステム>
①　マネジメントシステム導入による効果は、認識されてい
るが、導入状況は高くない。
②　その要因として、Ｃランク企業などで「内容を理解でき
ない」との意見が多い。
<表彰制度>
○表彰制度は、実施率が高い。また、ランクの大きい会社
の方が高い。

重機事故、飛来落下事故、各種事故共通の今後の対応方針（案）

【重機事故防止について】
●ステッカー運動は実施率が低いため、ステッカー運動の強化月間の実施、朝礼等における訓話等でステッカー運動の意識向
上を図るなど、安全教育面との複合実施による事故防止を検討する。
●ヒューマンエラーと併せて、平成１７年度に非接触型センサーによる危険警告設備によるモデル工事の試行を検討
【飛来落下事故について】
●クレーン機能付きバックホウの普及率や用途外使用に対する認識は高く、ならびに直轄工事では事故件数も少ないため、今
後は、各施工者の安全活動に内包してもらうこととする。
【各種事故共通】
●建設業労働安全衛生マネジメントシステムは、導入によって工事目的物の品質向上が見込めることから、今後も、関係実施機
関と調整した上で、規模の小さい企業でも導入可能な運用方法を検討する。
●表彰制度は、会社単位あるいは現場単位での実施率は高く、今後は、施工者自らの継続的な実施が望まれる。

重点対策の推移、効果 重点対策の取り組み状況
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た視点から有益な事故防止策の打ち出しを行いたいと考えられます（図ー１４）。

　検討中の平成１６年度に日本橋梁建設協会とプレストレスト・コンクリート建設業協会

から、一緒に取り組みたいとの申し入れがあり、両協会の事故データも取り入れてデー

タ整理を行いました。

　平成１７年度は、事故報告書の分析を行い、事故報告書で把握できない事項につい

て追加調査を実施して、事例集を作成し、施工計画書やチェックリストなどとして両協会

とともに活用することを考えています。

　　 【時間的・空間的変化】 　 【主な発生事例】

図ー１４　橋梁工事における時間的・空間的な変化に伴う事故事例

　（６）　事故損失調査

　平成１５年度から検討に取り組んでいる調査で、事故防止対策を計画的に行っていく

ことの有効性を打ち出すために実施しています。発注者が積算で経常する安全費（想

定）と実際に事故が発生した事例の必要となった費用を聞き取り調査により比較を行い

ました。

　抽出した事故事例は、会社の規模をC・Dランクとし、発生しやすい事故や社会的に

影響が大きい事故を取り上げました（表ー７）。事故対応に要した費用としては、直接費

（保険料、補償、訴訟、物損など）と間接費（人的損失、営業関係など）となっており、

損失額/請負金額比で5.1～78.4%となっており、発注者が考えている安全比の比率の

２～40倍程度の費用が必要となったことが分かりました。事故を起こした現場が安全活

動をおざなりにしていたということではありませんが、直轄工事では事故率が低く事故防

・足場組立時に急に雨が降り出し作業を中断、
退避中にベント移動後にできた開口部から墜
落
・クレーンで鋼桁仮設中に突風が吹き、桁があ
おられるのを制止しようとしたが振られて転落

・ガーダー門構の解体中、結束されていない足
場板に乗ったため足場板が天秤状になり墜落
・PC定着具を吊っていた番線を切断した際、番
線を支えていた鉄筋が跳ね上がり目を負傷

・支保工の水平材を階段代わりに降りている
時、雪で足を滑らし墜落
・主桁製作用の台枠の荷卸中、トラックの荷台
が雨で濡れていたため足を滑らせて転落

作業推奨に伴う
作業環境の変化

自然環境の変化

作業推奨に伴う
作業環境の変化

自然環境の変化

作業推奨に伴う
作業環境の変化

自然環境の変化

・枠組み足場の交差筋交いが外されていたた
め通常は使用しない渡り板から墜落
・荷取作業のために開口部の手すりを取り外し
ており、開口部から墜落

・橋台背面の型枠解体中に土砂が崩壊
・集中豪雨による増水で登坂台が倒れ河川に
掘り出される

・吊足場解体中、結束を解いた足場板上を歩い
たため足場板が跳ね上がり墜落
・梯子固定材が撤去されているのを知らなかっ
た作業員が梯子を登ったために転落

橋
 

梁
 

下
 

部
 

工

鋼
　
橋
 

下
 

部
 

工

P
　
C
 

下
 

部
 

工

6 



止に必要な費用は計上されていると考えており、請負者が安全確保に必要な内容を工
夫して計画的に事故防止に取り組む必要性を示すものと考えられます。
　これらの成果は、平成１７年度にリーフレット等にして安全教育のツールとして請負業
者の方々に活用していただこうと考えています。

表ー７　事故損失調査で取り上げた事故事例

　（７）　ヒューマンエラー対策
　平成１４年度に建設マスター、優良工事施工技術者にヒューマンエラーの原因要素
について聞き取り調査を実施しました。建設業においても他の産業と同じような原因要
素となっており13の要素を抽出して平成１５年度に事例集を作成しました。
　平成１６年度は、13要素について設備の改善等で対応することを優先対策とし、今ま
での区分を見直して（設備改善等３→７/13要素）（図ー１５）、不注意などの要素により
重機に関係する非接触型センサーによる危険計画設備による対策と近道・省略行動
本能に関係する危険個所への防護策等の設置の２方法を選定し、平成１７年度にモデ
ル工事を実施することと考えています。この結果を踏まえて設備改善等によるヒューマ
ンエラー防止の有効性を確認するとともに、残った安全教育のターゲットを絞っていき
たいと考えています。また、重機に関してはステッカー運動に留まっていた対策への追
加対策となればと考えています。

図ー１５　ヒューマンエラーの原因要素の見直し

疲労

無知、未経験、不慣れ

安全意識の向上

場面行動本能

パニック

危険軽視的なもの
安全意識欠如

中高年の機能低下

危険軽視、油断、慣れ

連絡不足

近道・省略行動本能

設備の改善

安全教育

集団心理（現場全体の安全意識の低下）

不注意

錯覚

注意力が不足する外
的要因、注意力の持続
切れ等によるもの

安全に対する知識が
足りないもの

単調作業による意識低下

心配事

災害の種類 工種 被災者数 被災状況 休業日・中断等

事例１

事例２

労働災害
（飛来落下）

アスファルト
塗装工事

１人
（２次下請）

急性硬膜外血腫
頭蓋骨骨折

休業12日
中断８日

労働災害
（取扱運搬等）

事例３

事例４

事例５

事例６

橋梁上部工事
１人

（２次下請）
左下腿神経損傷　他
（のち左下腿切断）

休業180日
中断30日

休業30日
中断８日

労働災害
（建設機械等）

維持修繕工事
１人

（元請）
腹部圧迫による窒息死 中断12日

労働災害
（取扱運搬等）

道路維持工事
１人

（元請）
左母指伸筋腱損傷

中断５日

公衆災害
（その他）

測量
（道路工事）

０人
標尺を架線に接触させて
６時間運休

中断２３日

公衆災害
（建設機械等）

共同溝工事 ０人
路面電車用スパン線との
接触による２時間運休

安全教育
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事故事例を参考に作業手順書の見直しや、危険予知活動に生かしてください！

（その１）

発生日時 平成１７年１２月５日（月）１０：０５頃

工事の種類 道路災害復旧工事

事故の状況

（その２）

発生日時 平成１７年１２月５日（月）１４：４０頃

工事の種類 道路改良工事

事故の状況

（その３）

発生日時 平成１７年１２月６日（火）１０：３０頃

工事の種類 河川改修工事

事故の状況

（その４）

発生日時 平成１７年１２月８日（木）１３：０５頃

工事の種類 堤防災害復旧工事

事故の状況

（その５）

発生日時 平成１７年１２月１２日（月）９：４０分頃

工事の種類 道路維持工事

事故の状況

（その６）

発生日時 平成１７年１２月１２日（月）１０：００頃

工事の種類 道路除雪作業

事故の状況

（その７）

発生日時 平成１７年１２月１５日（木）１３：３０頃

工事の種類 道路災害復旧舗装工事

事故の状況

バックホウが縦水路工の作業中左旋回を行った時、旋回方向に進行した軽四輪
バスとバックホウ後部のカウンターウエートが接触し、軽四輪バス左後方サイドガ
ラスを破損した。

集水桝設置箇所をバックホウ（0.25m3）にて土砂掘削中に情報管路を破損した。
（ケーブルに影響なし）

土質改良機の作業員が固化剤投入の階段から足を踏み外し、転倒。こめかみ
部分を切った。

ダンプトラックが荷台を上げた状態で走行し、他工事で設置した架設電線を引っ
掛け電柱がダンプトラックに倒れた。

吹き払い柵の引き出し作業で、道路法肩を移動中にバランス崩し法面を滑り落
ち右足を骨折した。

ロータリー除雪車による拡幅除雪中に、シュートを信号柱に接触させ信号機の一
部を破損させた。（信号機は正常）

表層工施工時、ＡＳﾌｨﾆｯｼｬｰ敷き均し後、振動ローラ（2.5ｔ）で初期転圧を行っ
ていたところ、前輪が作業員の右足かかと部分に接触した。

    12月の　事 故 速 報
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（その８）

発生日時 平成１７年１２月１６日（金）１６：００頃

工事の種類 砂防護岸工事

事故の状況

（その９）

発生日時 平成１７年１２月１６日（金）１１：５５頃

工事の種類 電線共同溝工事

事故の状況

（その１０）

発生日時 平成１７年１２月１６日（金）１６：４５頃

工事の種類 道路除雪作業

事故の状況

（その１１）

発生日時 平成１７年１２月１９日（月）１１：００頃

工事の種類 河川護岸災害復旧工事

事故の状況

（その１２）

発生日時 平成１７年１２月２２日（木）１０：１５頃

工事の種類 道路管理業務

事故の状況

（その１３）

発生日時 平成１７年１２月２４日（土）１２：５５頃

工事の種類 流雪施設災害復旧工事

事故の状況

（その１４）

発生日時 平成１７年１２月２４日（土）１６：５０頃

工事の種類 橋梁舗装工事

事故の状況

（その１５）

発生日時 平成１７年１２月３１日（土）２１：４０頃

工事の種類 河川護岸災害復旧工事

事故の状況

工事用道路の敷き鉄板を撤去するため、バックホウ（0.7）が移動する際、テレビ
共聴架空線を引っ掛け切断した（一時102戸が受信不能）

バックホウが移動中に、光ケーブルの架空線に接触し、仮設電柱が倒れた。さら
に用水機場へのNTT線２本を切断した。

既設舗装との摺りつけ舗装が剥がれ、縦１m、横30cm、深さ8cmの穴があき、そこ
に車６台がはまり、被害者のタイヤホイールを破損した。

仮締め切り内の排水に際して排水ポンプのサニーホースを点検中にホースが暴
れ被災者に接触し転倒、さらに転倒した被災者の右足首にホースが乗り上がり
足首を負傷した。

バックホウで掘削中に休止の水道引き込み管（φ13mm）を破損した。

雪捨て場に雪を降ろしたダンプトラックが、荷台を上げたまま県道を走行したた
め、高速道路の橋桁に荷台を接触させ横転した。

生コン車が所定の方向転換場所以外で方向転換を行い現場に侵入したため、
運転操作を誤り横転し油漏れが発生した。

作業車で走行中、荷台に積んであったスコップが落下し、対向車線を走行中の
ライトバンのボンネット及びフロントガラスに当たった。
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